	業務の実施方針

	※業務への取組体制、設計チームの特徴、設計工程（保育所等関係者の意見徴取手法等）、ローリング計画の検討手法、特に重視する設計上の配慮事項（様式第１１号に記載する内容を除く。）、その他の業務実施上の配慮事項を簡潔に記述すること。なお、提出者（設計共同体の構成員、協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な社名・組織名、技術者名、過去に設計した建築物の名称、過去に受注した設計業務の名称等）を記載してはならない。
※業務の理解度及び取り組み意欲については、プレゼンテーション及びヒアリングにより評価するので、記載不要である。

	


（様式第１０号）業務実施方針に関する提案書　
※A３用紙１枚とする（印刷の向きは縦横ともに可、カラー可）。枠などは特に設けなくてもよいが、タイトルは記載すること。
※レイアウトは自由とするが、文字は読みやすい大きさとすること。
※募集要領７ページ「業務実施方針及び評価テーマに対する提案書作成上の留意事項」を遵守のうえ作成すること。

